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け、対象施設と対象

者、利用時期といっ

たガイドライン活

用にあたっての基

本的事項を整理し

ています。その上

で、公共事業を実施

する際の景観形成

の検討の流れを示

しています。景観検

討の進め方には、

【連携】・【各自】の

２種類があります。 

公共施設等が果た

すべき基本的な役

割、景観形成の基本

理念、各地域におけ

る景観づくりの方

向性を示していま

す。これらの考え方

を手がかりにしな

がら、公共施設等の

景観形成を進めて

いくことが重要で
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公共施設等におけ

る景観形成の留意

点・デザイン手法を

段階別で整理して

います。また、設

計・施工段階におい

ては、主に６種類の

公共施設について、

具体的な景観形成

のポイントを、事例

を交えながら紹介

しています。 

ガイドラインでは、各段

階で検討した景観形成

の留意点・デザイン手法

等をとりまとめ、次の段

階に適切に引き継いで

いけるよう景観形成配

慮事項チェックシート

の活用を求めています。 

また、ガイドライン活用

にあたり、参考にすべき

景観に関連する計画・ガ

イドライン、用語集を整

理しています。 

～本ガイドラインでの用語の定義～ 

公共施設 

国、神奈川県、市が主体として整備する公共事業のうち、景観法第８条第２項第４

号ロに掲げる景観重要公共施設として指定できる道路、河川、公園等 

公共建築物 

国、神奈川県、市が主体として整備する市役所をはじめとした庁舎や学校施設、文

化施設、公営住宅、供給処理施設等の建築物 

公共施設等 

上記に掲げる公共施設、公共建築物に加え、市街地再開発整備事業、区画整理等の

面的整備に関する事業や、駅舎、鉄道路線等の公益施設を含めた施設 


